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１．キャンパスマスタープランについて 

(1) キャンパスマスタープラン作成の目的   

キャンパスマスタープランは、大学の理念、教育研究及び社会貢献等における目標を具

現化するため、キャンパスのあるべき姿を実現するためのガイドラインである。 

お茶の水女子大学のキャンパスマスタープランは、本学の大学憲章や中期目標・中期計

画に掲げられた理念を踏まえ、魅力あるキャンパスを実現するため、キャンパス環境全体の

基本的な計画として作成するものである。 

 

(2) お茶の水女子大学キャンパスマスタープランの変遷と発展   

お茶の水女子大学は、法人化以前の施設長期計画に替わるものとして、2013 年に初め

てキャンパスマスタープランを作成した。このキャンパスマスタープランは、第２期中期目標・

中期計画に基づき作成したキャンパスグランドデザインを基本として、耐震性の低い建物の

耐震改修整備や建物及び設備の老朽改善整備に重きを置いた計画であり、これらを踏ま

えて、建物の耐震化（2015 年度完了）や老朽化建物の大規模改修、ライフライン再生等の

施設整備が計画的に進められた。 

その後、本学のキャンパスマスタープランは、国立大学法人等施設整備５か年計画に合

わせて、2016 年及び 2021 年に見直し・改訂を行っており、施設の老朽化対策に加えて、機

能強化（イノベーション創出、全学共用スペース、グローバル人材育成、アクティブ・ラーニ

ング等）のための施設整備へと計画を転換してきた。このアクションプランに基づき、附属図

書館増改築によるアクティブ・ラーニングスペースの拡充や、理学部１号館改修によるオー

プンラボの整備等の施設の機能強化を進めてきたところである。 

2026 年度は第６次国立大学法人等施設整備５か年計画の開始年度であり、施設整備５

か年計画において国立大学法人等施設の目指すべき方向性として、「イノベーション・コモ

ンズ（共創拠点）の実装化」と「地域の防災拠点の実現」が求められている。このような状況

を踏まえ、これまでのキャンパスマスタープランの抜本的な見直しを行うこととした。 

今後も、社会情勢の変化等を考慮し、５年ごとにアクションプランを更新し、必要に応じて

フレームワークプランを見直すこととする。 
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２．基本方針 

(1) キャンパス計画の基本方針  

「お茶の水女子大学は、学ぶ意欲のあるすべての女性にとって、真摯な夢の実現の場として存在

する。」という理念を実現するため、本学の大学憲章と中期目標・中期計画に基づき、国境を越えた

研究と教育文化の創造と、幅広い世代の女性の夢の実現を支援するための学びの場を提供するとと

もに、SDGsに配慮した安全・安心な魅力あるキャンパスづくりのため、次の８つをキャンパス計画の基

本方針とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ） 国際的な教育研究機能の発展 

 グローバルに活躍する女性リーダー育成のため、女性のライフスタイルに対応した教育研究環境

を整備し、学生の自主的・多面的な学習を支援するための空間を確保する。 

 学生、教職員のみならず留学生や国内外の研究者などの国際的な教育研究交流拠点を創出す

る。 

Ⅱ） 産学官連携の強化と地域貢献の推進 

 大学間・企業・地域との共創を強化するための連携拠点を整備する。 

 社会人教育の推進、特に社会人女性の学び直しを支援する生涯学習の場や地域の学校との連

携を促す場を提供する。 

Ⅲ） 多様性・公平性・包摂性を実現するための環境づくり 

 学ぶ意欲のあるすべての女性を支援し、真摯な夢の実現される場を構築する。 

 多様な価値観を持つダイバーシティに富んだ人材が学び合える環境を確保する。 

Ⅰ. 国際的な教育研究機能の発展 

Ⅱ. 産学官連携の強化と地域貢献の推進 

Ⅵ. すべての人の well-being の向上に貢献 

Ⅴ. 歴史と伝統の継承と革新 

Ⅶ. 環境教育とネットゼロを基盤としたサスティナブル・キャンパスの推進 

Ⅷ. キャンパスのレジリエンス強化 

Ⅲ. 多様性・公平性・包摂性を実現するための環境づくり 

Ⅳ. 大学と附属学校園の密接な連携と教育の未来に対する探究 
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Ⅳ） 大学と附属学校園の密接な連携と教育の未来に対する探究 

 大学と附属学校園が互いに交流し学び合う環境を整備する。 

 未来の大学及び学校教育のあり方を構想し探究する場を創出する。 

Ⅴ） 歴史と伝統の継承と革新 

 1875 年から続く教育・研究の実績を活かし、これまでに蓄積されてきた知的・教育的資産を継承し

広く発信するとともに、後世に遺すべき歴史的建造物を保存し、活用する。 

Ⅵ） すべての人の well-being の向上に貢献 

 大学および附属学校園の基盤であるキャンパスの施設を常に適切に維持・管理し、安全・安心で

くつろぎのあるキャンパス環境を構築する。 

 ユニバーサルデザインに配慮し、誰もが利用しやすいキャンパスを構築する。 

Ⅶ） 環境教育とネットゼロを基盤としたサスティナブル・キャンパスの推進 

 都市型キャンパスとして、省エネルギー化と再生可能エネルギーの活用を進め、温室効果ガスの

排出実質ゼロ（ネットゼロ）を目指す。 

 緑ある生物多様性に富んだ環境を整備・保全し、これらを教育・研究・地域連携の資源として活用

する。 

 キャンパスを学びと実践の場とし、地域社会と協働しながら、持続可能な社会の実現に貢献する。 

Ⅷ）キャンパスのレジリエンス強化 

 多様なステークホルダーの生命を災害から守るため、長期的な施設の老朽化対策による耐災害

性の強化を図る。 

 ライフライン再生整備を進め、災害時においても教育研究活動を継続可能なキャンパスを整備す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（キーワードⅠ） 

※大学憲章第二章（本学の中長期的活動指針）抜粋 

【教 育 文 化】お茶の水女子大学は、一人ひとりを大切にする豊かな教育文化を維持し続ける。 

【研 究 文 化】お茶の水女子大学は、未来を拓く基礎研究を重視する。 

【国 際 交 流】お茶の水女子大学は、海外との研究・教育上の人的交流・文化的交流を意欲的に進め、広く活動を

展開し、国際社会において固有の存在感を発揮する。 

【社会との交流】お茶の水女子大学は、社会との間で望ましい知の循環を実現することによって、社会的使命を果た

していく。 

【附属学校園】附属学校園は、〝みがかずば〟を掲げて、互いに磨きあい、学びあう。 
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（キーワードⅡ） 

※第４期中期目標・中期計画（前文）抜粋 

１．国立大学法人お茶の水女子大学の基本的な目標及びミッション 

国立大学法人お茶の水女子大学は、すべての女性がその年齢・国籍等にかかわりなく、個々人の尊厳と権利が保

障され、自身の学びを深化させ、自己の資質能力の開発に主体的にチャレンジすることを支援していくため、国立

大学法人化にあたって掲げたミッション「学ぶ意欲のあるすべての女性にとって、真摯な夢の実現の場として存在

する」を今後とも堅持します。 

２．世界の女子高等教育充実・発展のための貢献 

明治８年から長年にわたり国内外で活躍する女性人材を輩出してきた伝統と実績に基づき、世界の人々と協働

し、生涯にわたりより良い未来の創造に向けた変革を起こすグローバル女性リーダーの育成に努めます。 

３．総合知を持ち社会を革新する人材の養成 

学士課程と大学院博士課程との連携により、教養知と専門知に実践知を結びつけるコンピテンシーを育成し、そ

れらを実装する総合知によって社会を革新する人材を養成するとともに、附属学校園との協働を通じて大学入学

前からの総合知育成モデルの探究に努めます。 

４．持続可能な社会実現のための SDGs 研究の推進 

新型感染症拡大、気候変動、資源枯渇、人口動態激変等喫緊の課題の解決策を導き出すため、研究・イノベーシ

ョン拠点を構築し、文理を越え学問分野を融合した先端的研究を推進することにより、SDGs の理念である「誰一

人取り残さない、持続可能な社会の実現」に努めます。 

５．女性が活躍できる社会の実現 

長年にわたるジェンダー及びグローバルリーダーシップに関する研究・教育・実践の蓄積を背景として、日本に

おけるジェンダード・イノベーション研究の拠点を構築し、その実績を基に、産学官が協働して、ダイバーシティ

インクルージョン実現のための社会貢献に努めます。 
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３．現状と課題 

(1) お茶の水女子大学キャンパス概要 

本学のキャンパスは大塚１団地（東京都文京区）を主要キャンパスとし、その他のキャンパスと

して、学生宿舎のある大塚２団地（同）、郊外園のある東村山団地（東京都東村山市）、土地を

定期借地権契約にて民間事業者に貸し付けている板橋団地（東京都板橋区）、湾岸生物教育

研究所と野外教育施設のある館山団地（千葉県館山市）の計５団地で構成されている。 

これら５団地の土地面積の合計は約 1３６，000 ㎡、建物保有面積の合計は約 103，000 ㎡で

あるが、主要キャンパスである大塚１団地の土地面積が約 113，700 ㎡（全体の約 84％）、建物

保有面積が約 99，200 ㎡（全体の約 96％）と、大学全体の大部分を大塚１団地が占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャンパスの位置 ※「団地」とは、国立大学法人等の施設が存在するか

又は施設を整備しようとしている一団の土地をいう。

（国立大学法人等施設実態報告要領より） 



- 8 - 

(2) 大塚１団地の現状と課題 

11)  団地概要 

ア．団 地 名 ： 大塚１団地（主要団地） 

イ．主 要 施 設  ： 大学校舎・附属図書館・学生支援施設・附属学校校舎他 

ウ．住    所  ： 東京都文京区大塚 2 丁目 1 番 1 号 

エ．敷    地    

位  置 ： 東京メトロ丸ノ内線茗荷谷駅又は有楽町線護国寺駅から徒歩 7 分 

面  積 ： 全 体 敷 地 面 積  ： 113,741 ㎡ 

校 舎 敷 地 面 積    ：  82,204 ㎡ 

屋 外 運 動 場 敷 地 面 積    ：  24,071 ㎡ 

職 員 宿 舎 敷 地 面 積    ：   1,243 ㎡ 

貸 付 敷 地 面 積    ：   1,175 ㎡（同窓会館跡地） 

学 生 寄 宿 舎 敷 地 面 積    :   1,918 ㎡ 

そ の 他 敷 地 面 積    ：   3,130 ㎡ 

注）敷地面積は 2025 年度国立大学法人等施設実態報告による。 

 敷地の現況 

大塚１団地は、国道 254 号線（春日通り）、区道、民家などに囲まれ、大学、高校、中学

校などの文教施設とマンション・住宅が混在した地域に位置している。敷地北東側の国道に

面して正門があり、正門から向かって正面に大学本館がある。敷地の南側には区道を挟ん

で私立大学、他の国立大学の附属学校、公立中学校があり、その他の部分は戸建て住宅

やマンションと隣接した敷地となっている。 

 施設の現況 

全 体 面 積 ： 建築面積 32,019 ㎡  延べ床面積 99,179 ㎡ 

大学・大学院施設 ： 建築面積 19,202 ㎡  延べ床面積 65,790 ㎡ 

附 属 学 校 園 施 設 ： 建築面積  10,380 ㎡ 延べ床面積 21,353 ㎡ 

職 員 宿 舎 施 設 ： 建築面積     519 ㎡ 延べ床面積  1,887 ㎡ 

学 生 寄 宿 舎 施 設 ： 建築面積  1,918 ㎡  延べ床面積 10,149 ㎡ 

注）施設面積は 2025 年度国立大学法人等施設実態報告による。 

 学生・教職員等数（現員） 

学 部 学 生 数 ： 2,079 人  (文教育学部 913 人, 理学部 552 人, 生活科学部 515 人, 

    共創工学部 99 人) 

大 学 院 学 生 数 ： 822 人  (博士前期 545 人, 博士後期 277 人) 

外 国 人 留 学 生 数 ： 199 人  (学部 14 人, 大学院 113 人, 研究生 28 人, その他 44 人) 

研 究 生 等 数 ： 98 人  (学部 56 人, 大学院 42 人) 

教 職 員 数 ：  483 人  (教員等 259 人, 教諭等 115 人, 事務職員等 109 人)   

※内女性 285 人  ※教員等にはﾘｻｰﾁﾌｪﾛｰ,ｱｿｼｴｲﾄﾌｪﾛｰを含む 

附 属 学 校 生 徒 数 ： 1,592 人  (高 365 人,中 337 人,小 627 人,幼 159 人,保 13 人,こ 91 人) 

注）2025 年 5 月 1 日現在 
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12)  全般的な現状と課題 

〇大塚 1 団地の正門は敷地北東側にあり、正門から入って正面に大学本館と講堂が位置

する。大学本館に至る道は銀杏並木となっていて、その両脇には附属小学校と附属高等学

校が配置されている。これら大学本館と講堂を核とし、そこに至る軸線を並木道とした計画

は、大塚に移転してきた当時（1932 年頃）の女子高等師範学校の雰囲気をよく残している。

そのうち、正門、大学本館と講堂、本館に隣接する附属幼稚園の４件の建造物は、国の登

録有形文化財に登録されている。 

こうした歴史的価値も考慮し、この場所は本学の伝統的な空間として捉えられ、そのシン

ボリックな景観は今後も継承・保存が求められている。 
 

〇敷地の南側には、講義棟や附属図書館などの学生が多く利用する建物があり、これらの

建物と文教育学部１号館は広場を囲んだ配置となっている。また、これらの建物へは南門か

らもアプローチがよく、多くの学生が通学の際に南門を利用している。 
 

〇敷地中央部分には、理学部の建物や主に生活科学部・共創工学部の研究室が活動す

る総合研究棟などが配置されている。中でも、特に大きな面積を持ち高層でもある理学部３

号館と総合研究棟は平成に入ってから建てられた。バブル景気の時期の計画で建物のボリ

ュームも大きく、キャンパス全体の景観においても目立つものとなっている。2005 年頃までは、

大学院重点化などの政策により、施設整備にも一定の予算が与えられ、建物面積も増加し

てきた。 

しかし今後は、学生数の増加が見込めず、それに伴い、教育研究スペースにおいても、

面積を増やすことより、既存施設の有効活用を図るとともに、質を向上させることを重視した

計画が求められている。このため、近年の施設整備は改修が中心となっているが、理学部１

号館は 2020 年度及び 2021 年度の２か年で、オープンラボを有する理学系の中心的な研

究棟へ機能改修することができた。引き続き理学部２号館の機能改修を予定しており、理学

部３号館とあわせて、理工系女性人材の育成や、先進的な教育・研究活動の場の提供が

期待される。 
 

〇敷地西側には、学生支援施設や課外活動のための建物があるほか、2024 年度の共創

工学部の新設に合わせて内部改修工事を行った文教育学部２号館が位置する。学生会館

（Student Commons）は 2015 年度に改築が行われ、旧学生会館建物の跡地には、災害時

等の学生への対応を迅速に行うために、老朽化した板橋団地の国際学生宿舎にかわるも

のとして、お茶の水女子大学音羽館（新学生宿舎）を建設した。宿舎部分は PPP 事業 BTO

方式スキームとし、国からの予算措置に頼らない整備手法を採用した。 
 

〇敷地東側には、大学会館（旧同窓会館）跡地があり、2025 年に定期借地契約により約 75

年間の貸付を行っている。当該貸付地は、国道に面し、茗荷谷駅からのアクセスが良い立

地であり、事業者側で整備する建物の一部を大学が借り受け、本学 150 周年記念ホールや

産学連携スペース等を整備する計画である。大学が使用するスペースの賃料は、定期借地

契約による地代収入により賄い、大学の財務負担なしに大学が使用するスペースの整備を

行うスキームとした。 
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○以上のように、本キャンパスは、用途が近い建物がまとまりとなって配置され、後述するゾ

ーンを形成しているが、各ゾーンのつながりが薄く互いのゾーンをつなぐ機能を持つ施設が

ないことが課題となっている。また、本学には、附属学校園の子どもから学生・教職員といっ

た大人までの幅広い世代が所属するという多様性が他の大学にはない特色であるが、これ

らの世代が自然発生的に集まる場所がなく、世代を越える交流が生まれにくい状況である。 

今後、キャンパス全体を共創拠点（お茶の水女子大学イノベーション・コモンズ）に転換し

ていくためには、各ゾーンにつなぐ機能を備えた空間を整備し、それらをつなぐ仕組みをつ

くることや、ジェンダー・年齢・国籍・障害の有無等の多様性を受け入れる環境、地域との連

携活動を活性化する環境をキャンパス全体で実現することが必要である。 

このほか、本キャンパスの個別の課題については、以下のとおりである。 

 

建物の老朽化 

建物の耐震化については、2015 年度に完了した。また、大空間の天井などの建築非構

造部材（柱、梁、床などの構造体ではなく、天井材や外装材など、構造体と区分された部材）

の耐震化も 2016 年度に完了した。 

一方、老朽化に対する改善は進んでいるとは言えない。大塚１団地の建物（保有）面積

は 99,179 ㎡（2025 年 5 月 1 日現在。以下同じ）で、その内、建築後 50 年以上経過した建

物は 47,176 ㎡で全体の 47.6％となっている。改修の目安とされている建築後 25 年以上経

過した建物（保有）面積は 77,452 ㎡で、この内、外部改修と内部改修を実施済みのものは

55,355 ㎡と 71.5%であり、残りの 22,097 ㎡については改修が必要となっている。 

特に、理学部２号館と文教育学部２号館は大規模改修が未だ行われていない。これら要

改修建物の改修工事を行うためには、国からの財源措置が厳しい現状では、自己財源によ

る予算確保が課題となるほか、内部改修を行う際の一時移転先スペースの確保が必要とな

ってくる。 

 

 

 グラフ：経過年数別建物面積（2025 年 5 月 1 日時点） 
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狭隘状況 

2025 年度の国立大学法人等施設実態報告書によると、本学全体の大学教育・研究施

設区分面積の充足率（保有面積／必要面積）は 84.2％で、全国立大学法人等全体の集

計値による充足率 94.3％を下回っている。新組織設置等に伴い新たにスペースが必要とな

った場合に、既存スペースの有効活用で対応できているため、大学としての面積不足は表

面化していないが、個々の研究室の状況を見ると、学部間で狭隘状況にバラツキがあるよう

に見受けられる。 

 

 

 

大学と附属学校園の連携 

附属幼稚園、小学校、中学校及び高等学校が大学と同一キャンパス内に設置されてい

ることは、本キャンパスの大きな特色のひとつである。さらに、2016 年 4 月には文京区立お

茶の水女子大学こども園が設置され、これにいずみナーサリー（保育施設）も合わせた附属

学校園等と大学・大学院との連携を通じた一貫した教育理念に基づくキャンパス環境整備

が求められる。 
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13)  屋外設備の現状と課題 

電力設備 

構内の変電設備及び高圧ケーブルは設置後 29 年以上が経過し、更新時期になってお

り整備する必要がある。また、低圧ケーブルは更新時期の 25 年を経過したものは順次更新

している。今後は、老朽化したケーブルの更新計画に基づき、計画的に整備を行う必要が

あり、既存設備については、適切な維持管理を行い、設備の長寿命化を図る必要がある。 

また、建物間に共同溝がない区間は、通信ケーブルや給水管などと併せて共同溝を整

備する必要がある。 

 

通信設備 

2020 年度に放送設備、自動火災報知設備、屋内消火栓、ELV インターホンの屋外ケー

ブルを更新し、2025 年度に屋外の光ケーブルを更新した。機器や建物内配線は建物改修

時に合わせて順次更新をしているが、一部更新時期を超過しているものがあり、それらを計

画的に整備していく必要がある。 

電話交換設備は設置後 16 年が経過し、既に生産終了になっており、保守用部品の入手

も厳しくなっている。また屋外ケーブルも設置後 25 年を超過しているものが多く、合わせて

整備する必要である。今後は、老朽化した通信設備及びケーブルの更新計画に基づき、計

画的に整備を行う必要があり、既存設備については、適切な維持管理を行い、設備の長寿

命化を図る必要がある。 

 

外灯設備 

構内の各所に設置した外灯は、本館中庭の庭園灯など一部を除いて LED 電球に交換

済みであり、太陽光パネル付きバッテリー内蔵型の外灯も 26 箇所設置されている。建物の

整備による歩行者動線の変化に併せ配置計画を見直し、照度の暗い場所に計画的に外

灯を増設し歩行者の安全に努める必要がある。 

 

給排水設備 

屋外給水管は、各建物への引き込み配管を除く屋外基幹配管を 2009 年度に敷設して

おり、各建物の改修に併せて引き込み配管を随時更新している。また、貯水槽や給水ポン

プ等の給水設備も老朽化が進んでおり、インフラ長寿命化計画（個別施設計画）に基づき

計画的に更新していく必要がある。 

屋外排水管は、経年 30 年以上の屋外基幹配管の老朽改善として、2017 年度から 2019

年度の 3 期にわたり配管更新や配管更生を実施した。今後は、各建物の改修に併せて、建

物周りの屋外排水管の更新を行っていく計画である。また、構内の雨水流出抑制量が文京

区の指導要綱で定められた必要対策量を満たしていない状況であるため、屋外排水管の

整備時に、雨水浸透設備や雨水貯留設備の設置を検討していく必要がある。 
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空調設備 

各建物の空調設備（EHP 及び GHP）は建物の新築時や大規模改修時に設置したものが

多く老朽化が進んでおり、今後も適切な維持管理を行い、設備の長寿命化を図るとともに、

インフラ長寿命化計画（個別施設計画）に基づき計画的に更新していく必要がある。 

 

ガス設備 

屋外ガス管は、メインとなる低圧配管のポリエチレン管への更新が完了しており、耐食性・

耐震性の向上が図られている。今後は適切な維持管理を行い、設備の長寿命化を図る必

要がある。 

 

セキュリティ設備 

2020 年１月に、キャンパス内の安全性を高めるため、セキュリティポールを大塚１団地構

内の６箇所に設置した。今後は設備の適切な維持管理を行い、長寿命化を図る必要がある。 
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14)  歴史的建造物の現状と課題 

本学の歴史的建造物である大学本館・大学講堂(1932 年完成)、附属幼稚園園舎(1931

年完成)、大学正門(1936 年完成)の 4 件の建造物は、2008 年に国の登録有形文化財に登

録されている。 

大学本館・大学講堂は 2004～2006 年度にわたって耐震補強を含めた全面的な保存再

生整備を実施し、附属幼稚園園舎は 2013 年度に保存再生整備を実施した。 

歴史的価値を有するこれらの資産は、今後も適切に維持管理していくとともに、本学のキ

ャンパス景観にとっても貴重な財産であることから、保存と活用を進めることが必要である。 

なお、正門は登録有形文化財になっているものの、門扉については 1955 年に更新され

たものであったため、キャンパスマスタープラン 2016 に基づき、2017 年に建設当時のデザイ

ンで門扉の復元改修工事を行った。これにより、歴史と伝統の継承につながり、キャンパス

に象徴的なエントランス空間を生み出すことができた。 

 

15)  バリアフリーの現状と課題 

バリアフリー施設に関しては、建物出入口の自動扉化、スロープの設置、身障者用トイレ

の設置、エレベーターの改修、誘導用点字ブロックの設置などを順次進めてきた。また、建

物新築や大規模改修の際には、これらの整備も併せて実施することとしている。これにより、

大学エリアの主要建物についてはバリアフリー化が実現していると言えるが、附属学校の建

物にはエレベーターが設置されていないなど、構内の全ての建物で整備が完了している訳

ではない。2024 年 6 月に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が

改正されたことも踏まえ、今後も必要な箇所の整備を計画的に進めていくことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
























